
令和２年度令和２年度令和２年度令和２年度初任者研修説明用資料初任者研修説明用資料初任者研修説明用資料初任者研修説明用資料

奈良県教育委員会事務局奈良県教育委員会事務局奈良県教育委員会事務局奈良県教育委員会事務局

学学学学 校校校校 教教教教 育育育育 課課課課
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（１）校内研修

校内において、初任者が学級又は教科等を担当しな

がら、拠点校指導教員や校内指導員等の指導及び助

言により受ける研修

（２）校外研修

教育研究所等の校外において、初任者が教育研究所

等の研修計画に基づいて受ける研修

１ 初任者研修とは

2

授業研修 一般研修

１８０１８０１８０１８０時間 １２０１２０１２０１２０時間

＝ ６６６６：４４４４：

２ 研修時数について

（１）校内研修

年間３００３００３００３００時間

●指導教員等による指導及び助言による研修

（年間研修項目例 P19）

3

一般研修 授業研修

一般

研修

年間研修項目例 （Ｐ19）

授業研修 一般研修 ＝ ６６６６：４４４４：

（１）校内研修
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（２）校外研修（Ｐ８、９）

教育研究所等における研修、宿泊研修 など

年間18日（小） 年間17日（中）

火曜班と木曜班で実施

・ 小学校は課業中に５日、長期休業中に12日実施

・ 中学校は課業中に６日、長期休業中に10日実施

・ 小・中学校ともｅ-ラーニング研修を1日実施

※課業中の校外研修日は、後補充の非常勤講師を活用

5

拠点校指導教員拠点校指導教員拠点校指導教員拠点校指導教員

授業研修中心授業研修中心授業研修中心授業研修中心

週１日（７時間）週１日（７時間）週１日（７時間）週１日（７時間）××××30週週週週

210時間時間時間時間

３００３００３００３００時間時間時間時間

校内指導員校内指導員校内指導員校内指導員

一般研修中心一般研修中心一般研修中心一般研修中心

週３時間週３時間週３時間週３時間××××30週程度週程度週程度週程度

90時間時間時間時間

校
内
研
修

（（（（小小小小））））18181818日間、（日間、（日間、（日間、（中中中中））））17171717日間日間日間日間

長期休業中長期休業中長期休業中長期休業中

（小学校は（小学校は（小学校は（小学校は１２１２１２１２日間、中学校は日間、中学校は日間、中学校は日間、中学校は１０１０１０１０日間日間日間日間））））

課業日課業日課業日課業日（火or木）

小は小は小は小は５５５５日間、中は日間、中は日間、中は日間、中は６６６６日日日日間間間間

後補充（非常勤講師）後補充（非常勤講師）後補充（非常勤講師）後補充（非常勤講師）
小・中とも、ｅラーニング研修が小・中とも、ｅラーニング研修が小・中とも、ｅラーニング研修が小・中とも、ｅラーニング研修が1日日日日

校
外
研
修

（３）研修時間について
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「初任者研修」実施要項 ３内容（２）（P１）

初任者は、校内において以下のとおり、年間300時

間程度の研修を受けるものとする。ただし、教職

大学院を修了した初任者及び常勤講師として一定

の勤務実績を有する初任者は、別に定めるところ

により研修時間を軽減することができるものとす

る。

３ 校内研修時間の軽減について

7

「初任者研修」実施要項（P4）

１ 教職大学院を修了した初任者教職大学院を修了した初任者教職大学院を修了した初任者教職大学院を修了した初任者及び教職経験特別選考で合格した初任者教職経験特別選考で合格した初任者教職経験特別選考で合格した初任者教職経験特別選考で合格した初任者（（（（

初任者研修免除者を除く初任者研修免除者を除く初任者研修免除者を除く初任者研修免除者を除く））））に加え、常勤講師常勤講師常勤講師常勤講師（（（（市町村費常勤講師を含む市町村費常勤講師を含む市町村費常勤講師を含む市町村費常勤講師を含む））））

及び実習助手及び実習助手及び実習助手及び実習助手（（（（臨時的任用を含む臨時的任用を含む臨時的任用を含む臨時的任用を含む））））としてとしてとしてとして、、、、連続して３年以上の勤務実績連続して３年以上の勤務実績連続して３年以上の勤務実績連続して３年以上の勤務実績

を有する初任者を有する初任者を有する初任者を有する初任者は、校内研修時間を年間年間年間年間120120120120時間時間時間時間（（（（週４時間程度週４時間程度週４時間程度週４時間程度））））にまで軽にまで軽にまで軽にまで軽

減減減減することができる。なお、拠点校方式における校内研修時間の軽減は、

校内指導員による研修時間（年間90時間（週３時間程度））から行うもの

とする。

２ 常勤講師として常勤講師として常勤講師として常勤講師として、、、、連続して１年以上３年未満の勤務実績を有する初任者連続して１年以上３年未満の勤務実績を有する初任者連続して１年以上３年未満の勤務実績を有する初任者連続して１年以上３年未満の勤務実績を有する初任者

はははは、校内研修時間を年間年間年間年間210210210210時間時間時間時間（（（（週７時間程度週７時間程度週７時間程度週７時間程度））））にまで軽減にまで軽減にまで軽減にまで軽減することがで

きる。なお、拠点校方式における校内研修時間の軽減は、校内指導員によ

る研修時間（年間90時間（週３時間程度））から行うものとする。

３ １又は２に該当する初任者の校内研修時間については、当該初任者が配置

された学校の校長の申請に基づき校長の申請に基づき校長の申請に基づき校長の申請に基づき、小・中学校においては当該市町村教育

委員会と県教育委員会事務局学校教育課との協議の上で決定し、また、県

立学校においては県教育委員会事務局学校教育課が決定する。

３ 校内研修時間の軽減について
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※校内指導員の研修時間

から軽減する。

３ 校内研修時間の軽減について

拠点校指導教員拠点校指導教員拠点校指導教員拠点校指導教員

週１日（週１日（週１日（週１日（７７７７時間）時間）時間）時間）××××30週週週週

210時間時間時間時間

３００３００３００３００時間時間時間時間

校内指導員校内指導員校内指導員校内指導員

週３時間週３時間週３時間週３時間××××30週程度週程度週程度週程度

90時間時間時間時間

拠点校指導教員拠点校指導教員拠点校指導教員拠点校指導教員

週１日（週１日（週１日（週１日（７７７７時間）時間）時間）時間）××××30週週週週

210時間時間時間時間

２１０２１０２１０２１０時間時間時間時間

拠点校指導教員拠点校指導教員拠点校指導教員拠点校指導教員

週１日（週１日（週１日（週１日（４４４４時間）時間）時間）時間）××××30週週週週

120時間時間時間時間

１２０１２０１２０１２０時間時間時間時間

9
○所管の市町村教育委員会を通じて、令和２年４月８日（水）までに県教育委員会事務

局学校教育課宛て電子メールにて提出願います。

３ 校内研修時間の軽減について

◆年間校内研修時間軽減申請書の提出について（P12）

10

（１）拠点校指導教員について

○小・中学校については、拠点校指導教員によ

る指導及び助言による研修

○拠点校指導教員は、初任者指導教員候補者名

簿に登録された者から、常勤講師又は非常勤講

師として任用

４ 校内研修における指導教員

11

学校Ａ（拠点校）

初任者Ａ初任者Ａ初任者Ａ初任者Ａ

１日７時間１日７時間１日７時間１日７時間××××３０週＝２１０時間３０週＝２１０時間３０週＝２１０時間３０週＝２１０時間

初任者Ｃ初任者Ｃ初任者Ｃ初任者Ｃ

学校Ｃ

（派遣校）

拠点校

指導教員

初任者Ｂ初任者Ｂ初任者Ｂ初任者Ｂ

学校Ｂ（派遣校）

初任者Ｅ初任者Ｅ初任者Ｅ初任者Ｅ

学校Ｄ（派遣校）

初任者Ｄ初任者Ｄ初任者Ｄ初任者Ｄ

（２）拠点校方式（イメージ）
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（3）拠点校指導教員の職務について

「初任者研修」実施要領 ４（P6）

(1) 拠点校指導教員は、校長の指導の下に、校内指導員等と連携を

図りながら、年間指導計画に基づき、初任者に対し学習指導の

基礎・基本や学級経営、生徒指導、基礎的素養等に関する指導

及び助言を行う。

(2) 拠点校指導教員は、初任者が教科等の実践的指導力を高めら

れるよう指導する。

(3) 拠点校指導教員は、指導に当たる初任者が研修時間の軽減対

象者であり、週時程の計画に研修時間として位置付いていない

時間がある場合は、指導の準備やまとめ作業のみならず、新任

講師や若手教員の授業を参観し指導助言を行うなど、校長の指

示の下で有効に研修時間を活用するよう努める。

(4) 拠点校指導教員は、初任者や若手教員等への指導に専念し、

示範授業以外の授業は原則として担当しないこととする。
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○拠点校指導教員による指導が行われない日において、

年間校内研修指導計画に基づき、初任者に対する指導

助言を行うとともに、学校全体としての指導体制を整え

る。

（５）校内指導員の職務について

○常勤の拠点校指導教員の長期休業中については、初

任者研修の実施状況を検証し、研修の成果と課題を明

確にして、事後の研修計画を立てる。

（４）拠点校指導教員の職務について

14

非常勤講師の拠点校指導教員が

兼務する場合も記入する

５ 計画書及び報告書等の作成について

（１）指導教員等の報告について（P21）

週当たりの授業時数は、

実際に授業を行う時間

数を記入する。

（週時程と整合を図る）

15

初任者に対する研修

の内容（｢教科等名｣

｢授業研修｣｢一般研修｣

等）を記入する。

５ 計画書及び報告書等の作成について

（２）週時程表の記入について（P22～P24）
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（２）週時程表の記入について（Ｐ22）

中学校・義務教育

学校後期課程の初

任者のみ「担当担当担当担当教教教教

科名科名科名科名｣を記入

初任者と指導教員の

週時程表の網掛けの

整合を図る

17

（２）週時程表の記入について（Ｐ22）

校内指導員校内指導員校内指導員校内指導員による研修

３時間３時間３時間３時間については記載記載記載記載

不要不要不要不要

初任者と校外研修時

の非常勤講師の週時

程表の整合を図る
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（３）勤務時間等割振表の記入について（Ｐ25）

非常勤の指導教員の指導内容（軽減に

よる空き時間があれば、その時間の勤

務内容）を記入

校外研修時に初任者に代わり授業を

行う非常勤講師の勤務内容を記入
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年間校内研修時間の300時間

又は軽減申請により承認さ

れた研修時間数を記入

（４）計画書の作成について（P20）

学期ごとの校内研修時間及び

年間の校内研修時間を記入

定期考査の期間定期考査の期間定期考査の期間定期考査の期間を記入（中学校、義務教育学校後期課程）
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年間校内研修時間の300時間

又は軽減申請により承認さ

れた研修時間数を記入

報告書の提出期限は、

１学期分：令和２年８月31日（月）

２・３学期分：令和３年３月15日（月）

（５）報告書の作成について（P13）

学期ごとの校内研修時間及び

年間の校内研修時間の実績実績実績実績を記入
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（６）計画書及び報告書等の作成上の留意事項

○拠点校指導教員による指導曜日の変更について

「初任者研修」実施要領 ３（１）（P5）

拠点校指導教員の指導及び助言による研修時数は、

週７時間程度行うものとする。なお、１学期と２、３

学期で指導曜日を変更するなど、年間を通じて様々な

研修を行うことが望ましい。

指導曜日等の柔軟な対応も可能指導曜日等の柔軟な対応も可能指導曜日等の柔軟な対応も可能指導曜日等の柔軟な対応も可能

※ただし、２・３学期分の計画書提出時に週時程表（別紙様式

５－１）及び非常勤講師勤務時間等割振表（別紙様式６－１）

も修正の上、提出願います。
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○職員会議などが行われることの多い水曜日に校内

研修を行う初任者の研修時間の確保について

１ 指導教員が常勤講師の場合、

(1)年間研修時間を120時間に軽減できる初任者の研修を水曜

日に実施する。

(2)(1)に該当する初任者がいない場合、年間研修時間を210

時間に軽減できる初任者の研修を水曜日に実施し、職員

会議等により実施できなかった研修については、他の曜

日に校内指導員による研修を行う。

(3)(1)､(2)に該当する初任者がいない場合は、拠点校におい

て水曜日の校内研修を実施し、職員会議等により実施で

きなかった研修については、拠点校指導教員が行う研修

を30週を超えて行う。

２ 指導教員が非常勤講師の場合、

(1)原則、水曜日に研修は行わない。

（６）計画書及び報告書等の作成上の留意事項
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６ 市町村教育委員会実施研修について

○市町村教委が、計画書・報告書を作成。

○校外研修のうち、２回は市町村教委が実施。

（課業中に１日、休業中に１日）

※課業中実施の１日分だけ、やむを得ず半日になったときは半

日分だけ、非常勤講師（後補充）を活用できる。（報酬、交通費を

支払う。）

市町村教委から実施日や内容について連絡される。
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○台風警報発令時の対応について

○校内研修を実施できない場合について

・初任者が所属校に出勤していない日

・初任者の所属校において教科等の授業が行われない日

○その他

※拠点校指導教員の初任者一人に対する指導は

年間30回とする。

７ 初任者研修実施上の留意事項（P29）
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８ 研修時間等の確認事項

項目 研修時間等

校内研修年間研修時間 120～300時間

週当たりの研修時間 ４時間～10時間

拠点校指導教員指導時間 週７時間

校内指導員指導時間 週０～３時間

初任者の校内研修時間の

決定

当該初任者の配置校校長の申請に基づ

き当該市町村教育委員会と県教育委員

会事務局学校教育課で協議

指導日

１学期と２・３学期で指導曜日を変更

するなど柔軟に対応
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